第２回大府市男女共同参画審議会会議録
	日　時
	令和７年３月１７日（月）　午後１時30分から３時まで

	場　所
	委員会室１

	出席者
	委員：笠松千尋、田端美知子、加藤晃、伴浩人、田中剛、間瀬計行、田中陽子
助言者：岸智子
事務局：こども若者女性課長、ニュージェネ＆女性係長

	欠席者
	磯部法子

	傍聴人
	なし


（敬称略）
１　あいさつ（委員長）
　　　３月８日は国際女性デーであり、世界中で女性に関する権利を前進させようとした取り組みが行われています。大府市もじっくりと愚直に、男女共同参画プランを作成し推進しています。この会で皆様からご意見やコメントをいただき、さらに推進していきましょう。

２　議題
[bookmark: _Hlk176545023]議題（１）おおぶ男女共同参画プランⅥさんかく！おおぶ令和７年度計画について
事務局：主な変更点を説明。 
子育てガイドブックの変更点、あいち女性輝きカンパニー認証市内企業の目標を50社とした点、保育園が1園増加する点、市内全放課後クラブで夏休みに昼食提供を開始した点、不妊・不育症治療への助成件数は実数に合わせた件数に変更した点など。
委員：不妊治療等の助成件数について、予定数を上回った場合はどのように対応しますか。また、ガイドブックの内容は大幅に変更したのか。また、保育園ではなく認定こども園が増えたことはプラスに働いたということなのか。
事務局：予定数を上回った場合についてはおそらく、補正予算などで対応していくと考えております。また、ガイドブックについては、「父親が育児」といった部分を「家族みんなで育児」と表現を変えております。認定こども園となったことにより年少さんの退園がなくなることとしてはプラスになったと考えております。
委員：放課後クラブのお弁当は、家から持ってくるのも良いのでしょうか。
事務局：どちらでも大丈夫です。昼食提供をする業者は決まっていますが、家で作ったお弁当を持ってくることもできます。
委員：【妊娠、出産への包括的支援】について、現在は働きながら妊娠・出産をする女性が多いと思いますが、そういったところまで広げていく考え方はあるのか。
事務局：（企業等の）健康経営の推進を健康未来政策課で行っており、女性職員の妊娠だけでなく、ＰＭＳなどについての知識の普及も一つの課題と認識しております。また、今年度からこども家庭センターを設置し、母子手帳を発行する時点からケアをしておりますが、企業や職場における理解や協力は必要であり、そのためにも健康経営や女性輝きカンパニー認証の推進が大切と考えております。
助言者：過去の実績をもとに数値予想をしているが、上振れや下振れの際にどのように対応していくかは予め考えておく必要がある。
事務局：保育の定員についての数値予想はしているが、費用もかかるため弾力的な運用が難しい面がある。また、保育は枠を増やすことで入園希望者が増加する傾向にある。不妊治療については、国の制度改正も変化の要因の一つである。例えば、帯状疱疹の予防接種は定期接種になった。不妊治療で保険適用されるものが変われば、数値も変わるため予測しにくい点がある。保育制度も国の制度改正の影響を受けており、第３子保育料無償化の際には一機に保育需要が高まったことがある。
今年度、こども誰でも通園制度が拡充されるなどしており、臨機応変に対応していく必要があると考えている。
委員：保育士不足の懸念があるが、どうなのか。老人ホームなどではボランティアの方が加わることがある。
事務局：慢性的な保育士不足の現状のなか、本市では令和７年度は保育士を30名採用する予定である。また、保育は有資格者でないと行えないため、それ以外の例えば、事務の部分をサポートし、保育士の負担を軽減していく方針である。私立保育園で事務職のパート職員を採用したら、そこに補助金を支出することとしている。

議題（２）審議会等の女性の登用率について
事務局：女性登用率が50％を超えている状況だが、３月が委員改選の時期であるため、どの審議会でも50％を下回ることがないように各担当部署に依頼をしている。
委員：各審議会をみると、委員定数が少人数であるため、委員１人の性別が変わると割合が大幅に変化してしまうのではないか。また、女性委員が多い審議会は男性委員を積極的に登用しても良いのではないか。
事務局：定数についてですが、以前、委員の選出団体等の見直しを行い現行の定数となっている。
会長：監査委員は定数２人であるため、女性が一人もいないと０％となってしまう。
事務局：監査委員には公認会計士などの有資格者や監査委員の経験者に就任していただいている。女性での有資格者がなかなか見つからない。また、委員数を増やすことも難しい状況にある。

委員：この登用率は現場の方々が汗をかいてこの数値まで高めたものであるが、中には女性委員の割合が高い審議会もあるが、どうしても女性割合が０％の会議体があるので、女性委員の割合が高い審議会があるのも仕方ないと考えるのか、参加の皆様はどう考えますか。
委員：市は早い段階から女性登用率の向上に取り組んでいる。毎年の調査などをしていった結果と考える。かつてはなかなか30％台から上がらなかったが、最近やっと50％を超えた。「委員は充て職でないといけない。」という意識が薄れたことも一つの要因と思う。
委員：自分は充て職で委員就任をしているが、女性の委員が増えていることは良いと思う。自治区の役員にも女性が増えると良い。
委員：資格や免許や専門性を踏まえて委員になっていただいていることが多い。ただ、専門性を持っている方が性別に関係なくいるのであれば、今までの前例二とらわれずに選任していけばよいと思う。
委員：女性活躍というなかで、負担感があるという女性の意見もあるが、それらを考慮しながら、それでも女性が活躍する場が多い方がよいかなと思う。増やせるところから増やしていった方がよいと考える。
委員：資格や専門性が必要なものもあると思うが、逆にそういったものがないからこその視点が役に立つ場面もあるかと思う。また、完全にすべての審議会が50％になるのは難しいと考える。
委員：50％というのはよくやっていると思う。女性割合が低い審議会等もあるので、委員の女性割合が100％の審議会というのも考えられるが、やはりその審議会の内容によると思う。数値だけよりも、審議会の内容を踏まえて決めていくのが良いと考える。

３　その他
（1） あいち女性輝きカンパニー認証の推進について
事務局：３月１日時点で44社。目標の40社を上回った。市と関連のある企業や女性職員が多い企業に声かけをした。令和７年度の目標は50社である。
（2） 新規事業「女性のための異業種交流会」について
事務局：女性管理職のあり方や職場環境について情報交換や交流する機会を提供し、自身のロールモデルを発見する機会とする。企業に職員派遣の声掛けをする予定である。
（3） 市制55周年記念事業男女共同参画週間カラフルウィークについて
　事務局：グローバルに働く人との多様なキャリアを知る機会とし、在名古屋米国領事館の首席領事やパネリストをお呼びしたシンポジウムを実施する。

委員：異業種交流会について、時短勤務をしている職員だと午後４時に退社しているので、開始時間を早めた方が良いかもしれない。
委員：健康経営や女性輝きカンパニーなどは市役所の担当部署ごとに目標数値を持っているが、個々に企業に働きかけるよりも、まとめて選択肢の一つとして提示した方が良いのではないか。
事務局：職務内容が縦割り行政的なところはあるが、できるだけ一緒にできるようにしていこうと考えている。
助言者まとめ：大府市の取り組みは男女共同参画施策にしても、保育施策にしても、非常に先進的であるが、様々な課題を抱えながら努力をされていると思った。また、事務職に有効な資格取得は非常に盛んになっているが、現場では事務職が不足している声があり、保育資格を取得できる大学等は多くあるが、保育士不足の解消になかなか繋がっていないことがある。これには教育機関と行政、民間、企業等が連携を進めていく必要があるのではないかと思う。また、縦割り的ではなく、様々な部署が連携し、大局的な見地から考え、選択する時代ということを強く考えさせられた会であった。
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